
業務名 質問〆切：　令和６年７月１９日

実施場所 回　　答：　令和６年７月２３日

月　日 月　日

7月19日 7月23日

質　問　回　答　表

山口きらら博記念公園利用・周遊促進コンテンツ試作業務委託

山口きらら博記念公園

質　　　問　　　事　　　項 回　　　答　　　事　　　項

質　　　問　　　内　　　容 回　　　答　　　内　　　容

Ａ社とＢ社が共同体として申請する場合、参加表明書はＡ社が代
表して提出すればよいでしょうか。また、その場合実施体制でＡ
社とＢ社の役割を記載すればよいでしょうか。

・お見込みのとおりです。なお、実施体制においては各業
務（役割）をＡ社とＢ社のそれぞれ誰が担当するかを記載
してください。

企画提案書をヨコ型で作成する場合、企画提案提出書【様式２－
１】もヨコ型にしたほうがいいでしょうか。あるいは、企画提案
提出書【様式２－１】はタテ型のままでよいでしょうか。

・企画提案提出書【様式２－１】はタテ型のままでかまい
ません。

山口県が想定するきらら博記念公園の周遊コースはあるでしょう
か？

・別添「ジョギング＆ウォーキングコース」を公表済です
が、これにとらわれず新たな周遊コースを提案していただ
くことも可能です。

本件の提案に山口きらら博のキャラクター（きららバンド等）を
使用する案を入れることは可能でしょうか？

・山口きらら博の開催から20年以上が経過しており、当時
キャラクター（きららバンド等）の活用は行っておりませ
ん。

実証期間が令和６年１０月１日（火）～令和６年１２月２７日
（金）の約３ケ月間となりますが、この期間中は窓口等、毎日の
稼働が必要でしょうか？

・実証期間中は24時間の対応を求めるものではありません
が、コンテンツに関する利用者からの問い合わせやトラブ
ル対応については可能な限り早急に対応いただける体制を
求めます。

キッチンカーへの誘導などが条件にありますが実証期間は定位置
に配置されるのでしょうか？曜日などにより変更になる場合は、
その旨の記載も必要でしょうか？

・キッチンカーの出店位置は日によって異なるため、情報
更新を①県側で実施、②受託者が県からの指示により実
施、のいずれかの運用をご提案ください。
・随時の情報更新が困難な場合はその旨企画提案書内に記
載してください。

本業務においてコンテンツ制作を行う範囲を示す図面等を御提示
いただけますでしょうか。

・別添「全体平面図」のとおりです。

現状の公園内の施設・設備等が分かる資料を御提示いただけます
でしょうか。

・別添「山口きらら博記念公園施設概要」のとおりです。

実施要項の目的の項に、「県外の人に訪れてもらう「集客拠点」
として、必要な施設整備を行うこととしています」とあります
が、現時点で施設整備等の計画はございますでしょうか。

・別添「山口きらら博記念公園みらいビジョン」P26以降及
び、別添「新規施設設置予定箇所」を参照ください。


